
●阿見町地域計画の関連手続きの申請フロー 令和７年３月２６日現在

阿見町産業建設部農業振興課

●関連手続き申請スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

農振除外・計画内農地転用（青地・白地）
・営農型太陽光施設の設置に係る一時転用
（更新） ※年２回（7・1月）

【随時受付】営農型太陽光施設の設置に係る一時転用（新規受付） ※毎月２５日受付締切

事前相談

※現地確認 等

事前調整

県調整会議

事前相談

※現地確認 等

①事前相談

※現地確認 等

地域
計画

①除外・農転の
見込みを確認

②変更申出の受付

農業振興地域
の農用地区域
からの除外
（農振除外）

事前相談
※除外申出 等

地域計画内
（①青地②白
地）の農地転

用

営農型太陽光
発電施設の設
置に係る一時
転用（①新規
受付②更新）

事前相談
※転用申出 等

①事前相談
※転用申請（毎月
25日受付締切）

変更公告後、農振除外
公告縦覧または農転申請
（地域計画内白地）

策定公告後
農転申請へ

（計画内青地）

※地域計画外の
場合は従来どおり農
業委員会で毎月25日
締めで受付・処理

②更新については、年２回の受
付後にホームページでの簡易な
開催をもって承認後、一時転用
（更新）の手続きへ

①翌々月の農業
委員会総会で承認
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7～8か月程度

①地域計画内（青地）の農地転用：農振除外後、1～2か月程度
②地域計画内（白地）の農地転用：地域計画の変更後、1～2か月程度

農振除外・計画内農地転用（青地・白地）
・営農型太陽光施設の設置に係る一時転用
（更新） ※年２回（7・1月）

2～3か月程度
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